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共済目的
の 種 類

類区分

150円 135円 120円 105円 90円

309円 278円 247円 216円 185円 150円 135円 120円 105円 90円

318円 286円 254円 223円 191円 150円 135円 120円 105円 90円

509円 458円 407円 356円 305円 ）

150円 135円 120円 105円 90円

うち課税対象農業者に係るもの

309円 278円 247円 216円 185円 150円 135円 120円 105円 90円

うち免税対象農業者に係るもの

318円 286円 254円 223円 191円 150円 135円 120円 105円 90円

509円 458円 407円 356円 305円 ）

459円 413円 367円 321円 275円

234円 211円 187円 164円 140円

※　この表において「単位当たり」とは、１キログラム当たりとする。

大 豆

単 位 当 た り 共 済 金 額 の 範 囲

乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒以外の黒大豆の品種である大豆

うち課税対象農業者に係るもの

うち免税対象農業者に係るもの

乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒の品種である大豆

（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18年法律
第88号）第２条第４項に規定する対象農業者（同法第５条第１項の規定に基づき同法
第３条第１項第２号の交付金の申請をする者に限る。以下「対象農業者」という。）
が耕作の業務を営む耕地に係る大豆にあっては、

６ 類
７ 類

１ 類

　種子の用に供することを目的とするものの耕作を行う耕地に係るものにあっては、

乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆以外の品種である大豆

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係る大豆にあっては、

　種子の用に供することを目的とするものの耕作を行う耕地に係るものにあっては、

畑作物共済（大豆）単位当たり共済金額



共済目的
の 種 類

類区分

150円 135円 120円 105円 90円

うち課税対象農業者に係るもの

509円 458円 407円 356円 305円 150円 135円 120円 105円 90円

うち免税対象農業者に係るもの

528円 475円 422円 370円 317円 150円 135円 120円 105円 90円 ）

夏そば

160円 144円 128円 112円 96円

うち課税対象農業者に係るもの

519円 467円 415円 363円 311円 160円 144円 128円 112円 96円

うち免税対象農業者に係るもの

538円 484円 430円 377円 323円 160円 144円 128円 112円 96円 ）

秋そば

150円 135円 120円 105円 90円

うち課税対象農業者に係るもの

509円 458円 407円 356円 305円 150円 135円 120円 105円 90円

うち免税対象農業者に係るもの

528円 475円 422円 370円 317円 150円 135円 120円 105円 90円 ）

※　この表において「単位当たり」とは、１キログラム当たりとする。

２ 類

そ ば

畑作物共済（そば）単位当たり共済金額

３ 類
４ 類

単 位 当 た り 共 済 金 額 の 範 囲

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係るそばにあっては、

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係るそばにあっては、

（対象農業者が耕作の業務を営む耕地に係るそばにあっては、
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